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◆ 本日、中央公聴会を強行、自民・公明推薦の公述人からも「国民は知らない」「拙速はダメ」
３･２８地方公聴会(新潟・大阪)、４･５中央公聴会　

	　衆議院憲法特別委員会は本日の理事会で、地方公聴会を３月２８日の午前は新潟(ホテル日航新潟)、午後は大阪(ホテルニューオータニ大阪)、中央公聴会を４月５日午前９時から開くことを決めました。与党は５日の中央公聴会後は、採決の前提が完全に整ったとして4月８日の１３都道県知事選挙後の１２日にも委員会採決、１３日本会議可決を狙らって強行突破しようとしています。
■国会での審議時間もまだ実質４０時間程度でしかなく、まして多くの国民に改憲手続き法案の狙いや問題点が知られていません。世論調査でも今国会で急いで成立させる必要がないとの意見が多数です。
■５日の中央公聴会は午前３時間、午後３時間の６時間コースで行なわれることになり、公述人は一般から公募し、３０日正午まで申込を受け付け、選定は理事会等で決めることになります。(応募方法が未定ですので決まり次第、別途連絡します)

■共同センターとしては、少なくとも「全県で地方公聴会を開催せよ」の世論と運動を強める必要があります。そして、与党のえがく４月中旬衆議院可決、会期内成立のスケジュールに風穴をあけるたたかいのひとつに位置づけて全国的に多数の公述人を組織したいと思います。そのために各地方で各団体から多数の公述人を組織し、新潟・大阪に続いて各地方公聴会を設定させるようにしましょう。
■今こそ、「徹底審議をおこなえ」「国民の声を十分聞け」「不公正・不平等な法案は廃案に」「我が県でも公聴会を開け」などの声を、FAX・メールで特別委員に集中しましょう。共同センターホームページにFAX・メール送信先があります。
◎憲法改悪反対共同センター　http://www.kyodo-center.jp/
◆ 中央公聴会　与党推薦の公述人からも疑問　　　　　◎浅野正雄(自民すいせん・中央選挙管理会委員長)
国会審議は結構やった感じだが、果たして一般国民に知られていないのではないか、新聞の無料広告はあってもよい、手続き法は憲法の付属法であり、発議までの間にできていればよい法律、国民主権・民意が生かされる必要がある、審査会の審査には相当な年月が必要、テレビCMは有料だと問題もあるが、発議後の全面禁止は行き過ぎ。　
◎小澤隆一(共産すいせん・東京慈恵会医科大学教授)
最低投票率の定めがなく、発議から投票までの期間が短すぎる、最低投票率に満たなければ国民投票を不成立とすべき、国民投票運動の規制は投票管理員に限定すべきで公務員･教員も自由にすべき、罰則がなくても行政処分できるため現場が大混乱する、広報協議会の構成は公正にすべき、そうでなければ第三者機関を考えるべき、審査会の審査は憲法に密接に関連する法となっており、運用実態、改憲による解釈変更などより慎重にすべき、発議から投票までの期間最低でも１８０日とすべき。
◎江橋崇(公明すいせん・法政大学法学部教授)
審議は急ぐべきだが、拙速になってはいかがか、国民投票の対象は広げるべき、承認の判定上白票は無効にすべき、解釈改憲が進みすぎた、否決された場合を想定し、事前に国民の意思を掴むための予備投票制度を設けるべき、憲法審査会は衆参一体化が必要で３年間は待つべき、公務員等の規制は表現・政治活動の自由が原則、その上でどういう規制ができるかだ、発議から投票まで長いのもどうかと思う。
◆改憲と一体の狙いと問題点を国民の中へ
― ３・２０中央集会の行動提起 ―

多くの国民に改憲手続き法案のねらいと問題点が知らされていない状態を一気に変え

ることを基軸に「改憲反対、９条を守れ」の運動と一体で改憲手続き法案の廃案をめざし、次の取り組みを強めましょう。

①大規模宣伝・集会・署名の推進

・組織内での学習を強め、統一地方選挙、参議院選挙と結合し、「9の日」宣伝をはじめ一斉宣伝・署名、宣伝カー、ハンドマイク、のぼり、ステッカーなどによる多彩な宣伝、集会等の取り組みを一気に強めましょう。

・貧困と格差是正、雇用、労働法制、大増税などくらしと憲法の関わりも明らかにし、怒りを広げて大きな力にしていきましょう。教育基本法改悪反対の共同も土台に、共同した取り組みを推進しましょう。

・各県・地域共同センターは、特別体制をとり、行動提起、運動集約など機敏に取り組みましょう。

②４・１２中央集会

・4月12日は与党が憲法調査特別委での改憲手続き法案の採決をねらっており、4月段階における節となる取り組みとして結集をめざしましょう。

・午前の国会傍聴、昼の議面行動、夜の5・3憲法集会実行委員会主催の大集会(日比谷野音・１８時３０分)に参加しましょう。職場・地域からも緊急の行動を起しましょう。

・4月後半や5月段階の行動も追って提起します。

③傍聴・議面集会

　憲法調査特別委の開会日である木曜日には、国会傍聴を組織し、12：15～13：00の5・3憲法集会実行委員会等の議面集会に合流しましょう。国会前座り込みは情勢を見て配置します。

④政党・議員要請

・政党・憲法調査特別委メンバーへのFAX・メール・ハガキを3月中に集中しましょう。

・各都道府県選出議員へは、FAX ・メール・ハガキ･訪問など、地元議員事務所への要請の集中を特に重視して取り組みましょう。

・メールは、憲法改悪反対共同センターのホームページのメール一斉送信フォームを活用しましょう。
⑤5・3憲法施行60周年記念諸行動との結合

地方・地域における憲法施行60周年の様々な取り組みの準備と結合し改憲手続き法案阻止のたたかいの推進をめざしましょう。特に東京における5・3憲法集会は、1万人のパレードを提起しており参加を強めましょう。

⑥マスコミへの要請

　マスコミが、国の基本である国民主権の点から改憲手続き法案が持つ重大な問題点をほとんど報道しない状況に対して、「声の欄」などへの投稿や共同センターホームページのメール送信フォームも活用し、公正・公平報道の要請を広げましょう。

　短信･ホットライン　
■ 共同センターHPが世論を動かす！　転載･転送は自由です。　
　当共同センターホームページ(トップページの右上)に開設した「一斉メールフォーム」から特別委員や政党、マスコミに送られたメールの発信数は、本日現在２１,５００件です。同フォームにはＦＡＸ番号もあります。同フォームの転載・転送が自由です。

その際のウエブサイトは　http://www.kyodo-center.jp/index.htm　　


